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松本市市道等の占用に関する規則について 

 

１ 道路占用許可申請について 

⑴ 申請書（様式第６号(第６条関係)）は２部提出してください。 

⑵ 申請書を維持課で受領後、許可手続きに約２～３週間ほどかかりますので、余裕を持って申請

いただくようお願いいたします。 

⑶ 各種申請書記載要領については、松本市ホームページ記載の道路占用許可申請の手引き内「道

路占用許可申請書の書き方」をご参照ください。 

 ※ 既に占用許可されている物件の布設替工事を行う場合も、変更の占用許可申請が必要になり

ますので、ご注意ください。 

 

２ 道路掘削許可申請について 

⑴ 概要 

上下水道・ガス等の各戸引き込み工事等の軽易な掘削工事については、新たな占用許可申請（変

更申請）を必要としない既許可物件（本管等）の軽易な変更として取り扱うこととし、道路掘

削工事許可として扱うもの。 

⑵ 対象 

① 各戸へ引き込むための上水道管、下水道管、ガス管、又は電線の埋設工事で、工事期間が

１日程度であるもの。（占用延長が２０ｍを超えないもの） 

② 本管埋設工事等に先立つ試験堀等で、工事期間が１日程度であるもの。 

③ 電柱等のアース設置工事で、工事期間が１日程度であるもの。 

④ その他これに類するもの。 

⑶ 一般的事項 

① 申請書１部と同時に許可書１部を提出してください。また、掘削申請の際には、道路工事

届（消防署提出用１部）及び道路使用許可申請書（警察署提出用２部）を同時に提出して

ください。 

② 申請書を維持課で受領後、許可手続きに１週間ほどかかりますので、あらかじめご承知お

きください。 

 

 申請様式、申請方法等は昨年度からの変更はありません。占用許可・道路掘削許可に係る必要な各

種様式は、ホームページよりダウンロードができます。「道路占用許可申請の手引き」も掲載してお

りますので適時ご確認ください。 

松本市公式ホームページ → 住まい・交通 → 道路・水路・交通機関 → 道路・橋梁 → 市

道占用について の順にクリック。または、トップページの検索欄に「市道占用」と入力し検索して

ください。 

 アドレス https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/83/3257.html 

  

不明な点等がありましたら、建設部維持課管理担当（電話 34-3019）までご連絡ください。 

 

二次元コード 
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【道路工事に関する注意事項】 

 

⑴ 舗装本復旧が未完了なものがあります。該当箇所は早急に本復旧工事を施工し、完了届を提

出してください。（いつまでも責任を問われます） 

 

⑵ 管路の布設替えなどにより不要となる施設は、新たな占用工事に伴い撤去してください。  

 

⑶ 工事を行う場合は、早めに予告看板等を設置し、その工事の目的、施工者、工事期間、通行規

制の方法及び時間帯を必ず明記してください。また、迂回路において、ほかの工事による通行規

制の予定がないか確認してください。 

 

⑷ 仮・本復旧とも舗装面は現況路面にすり合わせるものとし、余盛りは行わないでください。 

 

⑸ 道路復旧は原状復旧が原則です。工事に付随して沿道の住民より民地側の舗装を要望がされ

たときは、維持課と協議してください。 

 

⑹ 申請書には、建築計画の平面図を利用し、どんな事情で占用したいか明記してください。 

 

⑺ 掘削した状況により予測と違う舗装構成が確認されたときは、復旧前に相談の上、指示に従

い施工してください。（舗装厚さ、コンクリート、安定処理されていた場合など） 

 

⑻ 浸透桝付近（浸透層）の掘削はできません。配管場所の選定には注意するとともに、掘削中に

露出したときは工事を中止し、相談の上、指示に従ってください。 

 

⑼ 掘削箇所にわき水やたまり水が確認されたときは、復旧前に相談の上、土砂の流出や地盤の

緩みを防止するための対策を講じてください。 

 

⑽ 必要以上の舗装切断が舗装劣化の要因となっています、切断は掘削範囲に留まるよう注意し、

もし必要以上に切断したときは、その範囲も含めて舗装の打換えを実施してください。 

 

⑾ 本復旧時は、影響幅の上層路盤も含めた全体を打替えてください。 

 

⑿ Ｌ型側溝やＵ字溝など下を通過するときは、構造物を一時撤去した上で管を敷設してくださ

い。やむを得ず撤去が不可能な場合は、最小限の掘削で鞘管による推進工法により施工してく

ださい。 

 

⒀ 規制に関する路面表示は、仮復旧の段階でも復旧し、本復旧時には溶融式で現状に復してく

ださい。 

 

⒁ 道路側溝に土砂を落とさないよう努め、工事完了後は側溝の清掃をしてください。 
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令和８年度 道路占用許可申請等の主な変更点について 

 

１．道路占用許可申請の手引きについて 

⑴ 仮復旧時に先行して上層路盤を入れて本復旧時に上層路盤の入替えを省略することができ

る条件が一部緩和されました。 

⑵ 大型車の交通量が多い道路は進行方向に対してＶ型または◇型の形状で本復旧をしてくだ

さい。 

⑶ 同時期に複数個所を掘削し、互いの本復旧範囲の距離が１.２ｍ未満の場合、その間も本復

旧してください。 

ただし、分譲地等で複数の引込・取付管を設置する場合や、既設管を閉栓し新たに引込・取

付管を設置する場合は１.２ｍ以上であってもその間も本復旧範囲としてください。 

 

２．道路掘削許可書について 

これまで個別に許可書に押印していた以下３点の指示を定型の許可条件として記載することと

なりました。 

⑴ 白線、道路標示は原状復旧すること 

⑵ 舗装本復旧は道路全巾にて行うこと 

⑶ 側溝等構造物の地山を崩さないように施工すること 

（地山断面写真、鞘管施工写真を添付すること） 

つきましては、今後は個別の指示がなくても各自ご確認の上、遵守してください。 

（新しい許可書の様式は市のウェブサイトに掲載しています。） 

 

３．着手届について 

  これまで明確ではありませんでしたが、今後は現況写真を添付するようお願いします。 
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５ 路面舗装復旧について 

(1) 復旧断面 

ア 仮復旧の舗装厚 

交通量の少ない道路（大型車交通量 1方向 100台未満） 4cm 

交通量の多い道路 （大型車交通量 1方向 100台以上） 5cm 

歩道（乗入れは除く）                3cm 

（主要幹線道路では、必要に応じて仮復旧においても基層を設けること） 

イ 本復旧の舗装厚及び路盤構成 

掘削したとき（仮復旧施工時）に、現状の舗装路盤厚を記録し、同等以上の舗装

路盤構成で復旧すること。                   （別紙 2参照） 

ただし、現状がオーバーレイ工法などにより必要以上に表層が設けられ、かつ路

床が安定している場合は、別途相談すること。 

なお、縦断掘削で舗装全幅もしくは一車線全幅の打換えを行う場合、または、掘

削深さが１ｍ以内かつ埋戻しを良質土で全土入替えする場合（縦・横断掘削）は、

本復旧において影響幅分の上層路盤の入替えを省略できる。    （別紙 3参照） 

ただし、本復旧施工前に掘削断面及び影響幅に沈下が認められた場合は影響幅分

を含めて上層路盤の入替えを実施すること。 

(2) 仮復旧 

ア 仮復旧は工事終了後、ただちに実施することを原則とする。やむを得ずただちに

実施できない場合は、路盤の砕石の飛散や洗堀等により、通行に支障を生じさせな

いよう適切な措置を講じること。 

イ 仮復旧工事完了後ただちに、道路占用工事(仮復旧)完了届を提出すること。 

（松本市市道の占用等に関する規則第 10条）届出は許可単位で提出すること。 

ウ 仮復旧の完了届には下記の写真を添付すること。 

・ 着手前・各工程の作業中と検測、完了。 

・ 鞘管による施工の場合、打設状況が確認できるもの。（真横から撮影） 

・ 埋め戻し状況のわかるもの。（水締め状況写真含む） 

・ 既設表層厚・上層路盤厚が確認できるもの。 

・ 仮復旧の幅及び延長が確認できるもの。（路肩までの舗装残余幅の確認） 

エ 仮復旧終了後本復旧までの間は、占用者において常に保守点検を行い、十分な維

持管理をすること。 

(3) 本復旧（自主復旧） 

ア 復旧範囲は掘削線から両側 30cm以上とする。 

ただし、本復旧の残余幅員が路肩またはセンターラインから 1.2ｍ未満の場合、ま

たは、舗装幅員が 3ｍ以下の場合は、全幅にわたり本復旧すること。（別紙 4 参照） 

また、2車線以上の道路で縦断掘削する場合は、原則 1車線全幅を本復旧するこ

と。                            （図 7参照） 

イ 大型車の交通量が多い（大型車交通量 1方向 250台/日以上）道路は、進行方向に

対してＶ型・◇型の形状で本復旧を行うこと。         （図 8参照） 
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